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計画の基本的な考え方

　柏崎市では、「柏崎市第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画」が令和５（2023）年度で計画期間満了を迎える
ことから、障がい者を取り巻く環境や障がい者自身の意識の変化、法令改正への適切な対応などを踏まえ、障がいの有
無にかかわらず、全ての市民が安心して地域で暮らせるまちづくりを目指し、令和6（2024）年度を初年度とする「柏崎
市第７期障がい福祉計画・第３期障がい児福祉計画」（以下「本計画」という。）を策定します。

　障がい者計画は、「障害者基本法」第11条第３項に基づく「市町村障害者計画」であり、障がい者施策を総合的に展
開するための基本的な方針を示し、障がい者が地域で生きがいをもって豊かに生活できるよう、施策全般に関わる理念
や基本的な目標を定める計画として位置づけています。
　また、障がい福祉計画は、障害者総合支援法第88条第１項、障がい児福祉計画は、児童福祉法第33条の20第１項に
基づく法定計画であり、厚生労働省が定める基本指針に即して、障がい福祉サービスや障がい児支援等の提供体制の
確保に関わる目標やサービス種類ごとの必要な見込量を定める計画として位置づけています。

　柏崎市第五次総合計画では、健康・福祉分野の基本方針「『健やかさ』をつなぐまちをめざして」の下に、施策の方針
として「誰もが安心できる『健やかな』暮らしをつくる」、主要施策として「障がいがあっても、自分らしく暮らせる環境を
充実させる」を掲げ、計画を推進しています。 
　第五次柏崎市障がい者計画では、「柏崎市第五次総合計画」及び「第四次柏崎市地域福祉計画」との整合を図りなが
ら、障害者総合支援法及び児童福祉法の趣旨や国の基本的な指針に基づき、次のとおり基本理念を定めています。

計画策定に当たって

計画策定の趣旨

計画の位置づけ

計画の期間

基本理念

2018
年度

第四次柏崎市障害者計画

第５期障害福祉計画
第１期障害児福祉計画

第６期障がい福祉計画
第２期障がい児福祉計画

2019
年度

2020
年度

2021
年度

2022
年度

1

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

第７期障がい福祉計画
第３期障がい児福祉計画

第五次柏崎市障がい者計画



計画方針

基本方針1

基本方針2

基本方針3

基本方針4
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　社会・経済活動の基盤でもある地域において、社会保障・産業などの領域を超えてつなが
り、人々の多様なニーズに応えると同時に、資源の有効活用や活性化を実現するという「循
環」を生み出していくことで、人々の暮らしと地域社会の双方を支えていく必要があります。

お互いが支え合う地域共生社会の推進

　障がいのある人が住み慣れた地域で安心して暮らすためには、障がいのある人の個々の状
態に応じた日常生活や社会生活を営むための支援を充実していく必要があります。身近な場
所で気軽に相談できる体制の充実と障がい福祉サービスの質の向上を図り、地域社会全体で
障がいのある人やその家族を支援します。

地域生活における生活支援体制の充実

　健康づくりに関する施策を実施し、障がいにつながるような疾病の早期発見・重症化予防を
推進し健康の維持・増進に努めます。
　特別な支援を必要とする子どもが、地域で育つことは、本人の将来の生活を豊かにするだけ
でなく、障がいを理解し、ノーマライゼーションの理念が育つ環境として重要です。市内の幼
稚園・保育園・認定こども園・小中学校と特別支援学校や高等学校などが連携しながら、障が
いの早期発見と早期療育、障がいの状況と特性に応じた個性や可能性を伸ばす教育の推進を
図ります。

健康づくりへの支援と療育・教育の充実

　障がいのある人の自立を促進するため、障がいのある人、一人一人が、その個性を尊重され
ながら、地域で暮らし、地域社会に参加し、役割を果たすための支援が求められています。
　障がいのある人に対する差別などに対応し、権利の擁護や利用するサービスについての情
報提供、障がいのある人への理解や共感を醸成する取組が必要です。

本人の意思を尊重した社会参加の促進

互いに人格と個性を尊
重し、共に暮らす柏崎互いに人格と個性を尊
重し、共に暮らす柏崎互いに人格と個性を尊
重し、共に暮らす柏崎



あらゆる年齢のすべての人々の健康的な
生活を確保し、福祉を推進する

　ＳＤＧｓとは、平成27（2015）年９月の国連サミットで採択された平成28（2016）年から令和12（2030）年までの国
際目標です。
　ＳＤＧｓでは、17のゴールを決め、持続可能な社会の実現を目指すとしています。
　この考え方を本計画でも、各種施策の推進をはじめ、特別なニーズに対応した教育の推進や公共道路・施設のバリアフ
リー化、障がい者雇用の推進など障がい児者支援に関する具体的な施策として掲げています。主に取り組むＳＤＧｓのゴー
ルは、17のゴールのうち「３．すべての人に健康と福祉を」と「４．質の高い教育をみんなに」「８．働きがいも経済成長も」「10．
人や国の不平等をなくそう」「11．住み続けられるまちづくりを」「16．平和と公正をすべての人に」となります。

ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）と本計画の関連性について

《本計画とＳＤＧｓにおける課題解決の考え方》

すべての人に健康と福祉を
すべての人々に包摂的かつ公平で質の高
い教育を提供し、生涯学習の機会を促進
する

質の高い教育をみんなに

すべての人々のための包摂的かつ持続可
能な経済成長、雇用およびディーセント・
ワークを推進する

働きがいも経済成長も
国内および国家間の不平等を是正する

人や国の不平等をなくそう

都市を包摂的、安全、レジリエントかつ持
続可能にする

住み続けられるまちづくりを
持続可能な開発に向けて平和で包摂的な
社会を推進し、すべての人に司法へのアク
セスを提供するとともに、あらゆるレベル
において効果的で責任ある包摂的な制度
を構築する

平和と公正をすべての人に
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出典：国連広報センター



施策体系
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①啓発活動の推進

②地域住民との交流促進

③担い手の育成とネットワーク化

①福祉のまちづくりの推進

②移動・交通対策の推進

③地域の防災対策の推進

④地域の防犯対策の推進

⑤消費者トラブルの防止

①相談支援体制の強化

②障がい福祉サービスの充実

③地域生活支援拠点等の整備

①福祉の人材確保・育成

①健康づくり・介護予防活動の充実

②早期発見・早期支援の推進

③精神保健・医療施策の充実

①療育体制の充実

②保育・教育の充実

③特別支援教育の充実

①障がい者雇用の促進

②就労に対する支援体制の充実

③就労に関する相談支援体制の充実

①成年後見制度の利用促進

②障がい者虐待防止の取組の推進

③障がいを理由とする差別解消の推進

（１） 共生のまちづくりの推進

基本方針 基本施策 施策の方向

（２） 暮らしやすい生活環境の整備

（１） 地域生活の支援

（２） 福祉を支える人づくり

（３） 情報入手手段と意思疎通支援の推進

（１） 雇用の促進・就労支援

（２） 社会参加の促進

（３） 障害者差別解消法及び権利擁護の推進

（１） 保健・医療対策の充実

１．
お互いが支えあう
地域共生社会の推進

２．
地域生活における
支援体制の充実

４．
本人の意思を尊重した
社会参加の促進

３．
健康づくりへの支援と
療育・教育の充実

（２） 療育・教育体制の充実

①情報入手手段の充実

②意思疎通支援の充実

①スポーツ・文化芸術活動などの振興

②情報アクセシビリティ・コミュニケーション支援



２人

施設入所者数　109人

地域生活支援拠点等の登録事業所数の増加

年１回以上の運用状況の検証を踏まえ、機能充実に向けての検
討を年3回以上実施

強度行動障害を有する者の状況把握及び支援体制整備の推進

15人以上（2.5倍）

９人以上（1.5倍）

２人以上

4人以上

８人以上（1.6倍）

10割

児童発達支援センターを１か所整備

保育所等訪問支援を１か所以上整備

主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援及び放課後等
デイサービスをそれぞれ２か所以上確保

医療的ケア児等に関する支援体制整備及びコーディネーター
1人配置

相談支援体制の連携強化及び人材育成等をはじめとした総合
的な底上げの取組の実施

市職員の障がい福祉サービス等に係る各種研修への参加及び
障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果の共有な
どにより、事務負担の軽減及び障がい福祉サービス等の質の向
上を図るための体制構築

①施設入所者の地域生活への移行

②施設入所者の削減

③地域生活支援拠点等の確保

④地域生活支援拠点等の年１回以上の検証及び検討の実施

⑤強度行動障害を有する者の支援体制の強化

⑥福祉施設から一般就労への移行者

⑦就労移行支援事業を通じた一般就労への移行者

⑧就労継続支援Ａ型事業を通じた一般就労への移行者

⑨就労継続支援Ｂ型事業を通じた一般就労への移行者

⑩就労定着支援事業の利用者数

⑪就労定着支援事業所のうち、就労定着率が８割以上の事業
所の割合

⑫児童発達支援センターの設置

⑬保育所等訪問支援の提供体制

⑭主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援及び放課
後等デイサービスの確保

⑮医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置

⑯相談支援体制の充実・強化など

⑰障がい福祉サービス等の質の向上を図るための取組

成果目標 令和８（2026）年度目標

成果目標
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令和8（2026）年度
1,070
100

1,100
5

450
18
150
15
180
1

令和7（2025）年度
1,070
100

1,100
5

400
16
150
15
180
1

令和6（2024）年度
1,070
100

1,000
4

350
15
150
15
180
1

単位
時間
人
時間
人
時間
人
時間
人
時間
人

居宅介護

重度訪問介護

行動援護

同行援護

重度障がい者等包括支援

サービス名
見込量

令和8（2026）年度
1
90
109

令和7（2025）年度
1
90
109

令和6（2024）年度
1
88
109

単位
人
人
人

自立生活援助
共同生活援助（グループホーム）
施設入所支援

サービス名
見込量

令和８（2026）年度
3,900
200
25
3 

150
13
170
7
30
250
15
500
25

3,840
240
15
58
200
35
40
6

令和７（2025）年度
3,900
200
25
3 

130
11
160
6
15
250
15
450
22

3,840
240
13
56
150
30
36
6

令和６（2024）年度
3,900
200
35
3 

120
10
150
6
－

250
15
400
20

3,680
230
12
55
100
25
30
6

単位
人日
人
人日
人
人日
人
人日
人
人
人日
人
人日
人
人日
人
人
人
人日
人
人日
人

生活介護

自立訓練（機能訓練）

自立訓練（生活訓練・日中）

自立訓練（生活訓練・夜間）

就労選択支援

就労移行支援

就労継続支援（A型）

就労継続支援（Ｂ型）

就労定着支援
療養介護

短期入所（福祉型）

短期入所（医療型）

サービス名
見込量

日中活動系サービス

訪問系サービス

居住系サービス

※単位：１か月当たりの延べ利用時間及び利用実人数

※単位：１か月当たりの延べ利用日数及び利用実人数

※単位：１か月当たりの利用実人数

障がい福祉サービス等の見込量
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令和8（2026）年度
180
1
25

令和7（2025）年度
175
1
25

令和6（2024）年度
170
1
25

単位
人
人
人

計画相談支援
地域移行支援
地域定着支援

サービス名
見込量

令和８（2026）年度
210
110
1
1

880
65
2
1
40

1

令和７（2025）年度
205
105
1
1

840
60
2
1
40

1

令和６（2024）年度
200
100
1
1

770
55
2
1
40

1

単位
人日
人
人日
人
人日
人
人日
人
人

人

児童発達支援

居宅訪問型児童発達支援

放課後等デイサービス

保育所等訪問支援

障がい児相談支援
医療的ケア児に対する関連分野
の支援を調整するコーディネー
ターの配置人数

サービス名
見込量

障がい児支援

相談支援

※単位：１か月当たりの延べ利用日数及び利用実人数

種類 単位
見込量

地域生活支援事業

※単位：１か月当たりの利用実人数

令和８（2026）年度
有
有
5
有
有
無
8
有
1
10
５
19
16
24

2,100
1
0

2,500
55
4
65

令和７（2025）年度
有
有
5
無
無
無
8
有
1
10
５
19
16
24

2,000
1
5

2,200
50
4
65

令和６（2024）年度
有
有
5
無
無
無
8
有
1
10
５
19
16
24

2,000
1
0

2,000
48
4
65

理解促進研修・啓発事業
自発的活動支援事業
障がい者相談支援事業
基幹相談支援センター
基幹相談支援センター等機能強化事業
住宅入居等支援事業
成年後見制度利用支援事業
成年後見制度法人後見支援事業
手話通訳者設置事業
手話通訳者・要約筆記者派遣事業
介護訓練支援用具
自立生活支援用具
在宅療養等支援用具
情報・意思疎通支援用具
排せつ管理支援用具
住宅改修費
手話奉仕員養成研修事業

移動支援事業

地域活動支援センター

実施の有無
実施の有無

実施見込箇所数
設置の有無
実施の有無
実施の有無
実利用者数
実施の有無
設置人数

年間実利用者数

１年当たりの延べ利用時間
１年当たりの実利用人数

実施箇所数
１年当たりの実利用人数

7



その他

種類 単位

単位

見込量
令和８（2026）年度

230
2

7,500
1
32
10

令和７（2025）年度
230
2

7,500
1
32
10

令和６（2024）年度
230
2

7,250
1
32
10

訪問入浴サービス事業

日中一時支援事業
スポーツ・レクリエーション教室開催等事業
点字・声の広報等発行事業
奉仕員養成研修事業（点訳・音訳・要約筆記）

１年当たりの実施回数
１年当たりの実利用人数
１年当たりの延べ利用回数

年間実施回数
年間利用実人数
年間実利用者数

見込量（活動指標）
令和８（2026）年度

30

2
45
2
8

2

1
10
27
0

6

3

令和７（2025）年度

30

2
45
2
8

2

1
10
26
0

6

3

令和６（2024）年度

30

2
45
2
8

2

1
10
25
0

6

3

人

人
人
回
人

回

人
人
人
人

人

回数

ペアレントトレーニングやペアレントプログラム等の支援プログ
ラム等の受講者数

ペアレントメンターの人数
ピアサポートの活動への参加人数
保健、医療及び福祉関係者による協議の場の開催回数
保健、医療及び福祉関係者による協議の場への関係者の参加者数
保健、医療及び福祉関係者による協議の場における目標設定及
び評価の実施回数
精神障がい者の地域移行支援
精神障がい者の地域定着支援
精神障がい者の共同生活援助
精神障がい者の自立生活援助
障がい福祉サービス等に係る研修その他研修への市町村職員
の参加人数
障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果の共有
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